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ご入園、ご進級おめでとうございます。お子様によりよい園生活を送っていただくために

内容をご確認ください。 

 

１ 保育園とは 

保育園は、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ること

を目的とする児童福祉施設です。 

 

２ 保育の目標 

心身ともにたくましく、よく遊ぶ子どもを育てる 

◎ 生命を保持し情緒の安定を図る      

◎ 心身の健康の基礎を培う        

◎ 人とのかかわりの中で、愛情と信頼感、人権を大切にする心、自主・自立・協調の態

度を養い、道徳性の芽生えを培う 

◎ 好ましい環境のもとで豊かな心情や思考力の芽生えを培う 

◎ 言葉への興味・関心を育て、言葉の豊かさを養う 

◎ 体験を通し豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培う  

      

３ 保育時間         

・保育標準時間（１１時間）又は、保育短時間（８時間）となります。 

・保育標準時間（１１時間）を超える利用は延長保育となります。  

 

※ 開園時間は、園により異なるため、巻末「春日井市立保育園一覧」をご参照ください。

        

４ 休園日         

・日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）  

・警報等の発表時等、特に必要があると認めるとき。 

児 童 憲 章 

 

1  児童は、人として尊ばれる 

2  児童は、社会の一員として重んぜられる 

3  児童は、よい環境の中で育てられる 
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５ 保育園の生活   

国が定める保育所保育指針（平成 29 年厚生労働省告示第 117 号）に基づき、園が

定める全体的な計画に沿って保育を実施します。 

 

【保育園の一日】 

 乳    児 幼    児 

 ７：００ 

  

 ９：３０ 

    

１１：００  

    

１２：００  

    

１３：００  

    

１４：００  

    

１５：００  

    

１６：００  

    

１９：００ 

 

随時登園（健康観察） 

おやつ準備・おやつ 

あそび 

 

食事準備・食事 

 

ひるね準備 

ひるね 

 

 

めざめ 

おやつ準備・おやつ 

 

降園準備 

随時降園 

 

随時登園（健康観察） 

 

あそび 

 

食事準備・食事 

 

あそび 

ひるね 

3歳児 4月～10月 

4・5歳児（希望者）7月～8月 

 

おやつ準備・おやつ 

 

降園準備 

随時降園 

 

【主な行事等】（行事の内容は園によって変更・追加することがあります。） 

４月 入園式 10月 運動会 

５月 こどもの日を祝う会・遠足 11月  遠足 

６月   12月 
生活発表会・クリスマス会 

学校訪問（年長児）（12～２月） 

７月 七夕まつり １月 正月あそび 

８月   ２月 節分 

９月  ３月 ひなまつり会・卒園式 

 

【その他】 誕生会、身体測定、交通安全指導、災害訓練、不審者対応訓練、 

保育参加、懇談会、食育指導、環境指導、一日保育士体験 
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６ 職員の体制 

職員の配置については、国が定める最低基準以上とします。 

職員数は各園で異なります。また、園児の数により変動することがあります。 

・園長              園の業務を統括する。                            

・副園長※          園長を補佐する。          

・主任保育士         保育内容について保育士を統括する。   

・保育士            保育に従事し、保育計画の立案、実施、記録及び家庭連絡 

等の業務を行う。  

・調理員      給食業務に従事する。                                

・嘱託医 園児の健康管理等についての業務を行う。 

・嘱託歯科医        園児の歯の健康管理等についての業務を行う。 

・看護師※      医療的ケア児等の対応を行う。   

・事務員(現業員)※   保育園の事務及び現業に従事する。  

※ 配置の無い園があります。 

        

７ 利用の開始及び終了に関する事項等  

（１） 市の利用調整を経て利用の決定をします。  

（２） 園児が次のいずれかに該当する場合は、保育の実施を終了します。  

・当該園児に係る支給認定の効力が失われたとき  

・保護者から園の利用について取消しの申出があったとき  

・その他当該園児の継続利用が困難と認められるとき  

         

８ 運営にあたって 

（１） 児童福祉法、子ども・子育て支援法、愛知県児童福祉施設の設備及び運営の基準

を定める条例、春日井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例を遵守し運営します。  

（２） 春日井市、小学校、他の保育園、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園、地域

子ども・子育て支援事業者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービ

ス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。   

 

９ 利用者負担その他の費用について  

（１） 市が定める保育料をお支払いください（０～２歳児クラス）。支払方法は口座振替で、

納期限（口座振替日）は毎月15日です。引き落としされなかった場合は現金徴収さ

せていただきます。なお、保育料の滞納が続く場合は、児童手当から特別徴収（同

意を得ず保育料分を徴収）を行うことがあります。  
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（２） 午前７時～午前７時30分までの延長及び午後６時30分～午後７時の延長保育に

ついては、それぞれ月に1,000円の延長保育料がかかります。 

（３） 次に定める費用について、実費相当分の負担をお願いします（３～５歳児クラス）。 

項目 内容等 金額 

給食費 
給食の提供に係る費用 

（口座振替） 

月額 6,000円 

土曜日を利用する場合は、１日あたり

300円が追加されます。 

道具代等 
園児が使用する粘土 

登園カバン等 
年額 3,500円程度 

 

１０ 非常災害対策 

各園において、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者等を定め、非常災

害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを職員に周知します。また、毎

月１回以上、避難訓練及び消火訓練その他必要な訓練を実施します。  

        

１１ 災害時の臨時休園の判断基準    

（１）  風水害 

ア 警戒レベルに応じた基準 

避難情報 開園前 開園後 

警戒レベル５ 
（緊急安全確保） 

臨時休園 

臨時休園となりますが、登園
している園児は安全に留意し

て保育します。 
保護者の方はご自身の安全
を優先して行動してください。 

警戒レベル４ 
（避難指示） 

警戒レベル３ 
（高齢者等避難） 

原則開園 
ただし、浸水想定区域内の
保育園は、周辺の状況を踏
まえ、危険が予想される場
合はアプリ等で休園の連絡

をします。 

原則開園 
ただし、浸水想定区域内の保
育園は、周辺の状況を踏ま
え、危険が予想される場合は
臨時休園となりますが、登園
している園児は安全に留意し
て保育します。 

保護者の方はご自身の安全
を優先して行動してください。 

警戒レベル２ 開園 開園 

警戒レベル１ 開園 開園 

※ 警戒レベル３以上は、春日井市が発令する避難情報によります。気象庁等が発
表する防災気象情報（警戒レベル相当）ではありません。 
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イ 警報に応じた基準 

気象警報 開園前 開園後 

特別警報 

臨時休園 

臨時休園となりますが、登園
している園児は安全に留意し
て保育します。 
保護者の方はご自身の安全
を優先して行動してください。 

暴風（雪）警報 

その他の警報 
（大雨・洪水・大雪） 

原則開園 
ただし、浸水想定区域内の
保育園は、周辺の状況を踏
まえ、危険が予想される場

合はアプリ等で休園の連絡
をします。 

原則開園 
ただし、浸水想定区域内の保
育園は、周辺の状況を踏ま
え、危険が予想される場合は
臨時休園となりますが、登園
している園児は安全に留意し

て保育します。 
保護者の方はご自身の安全
を優先して行動してください。 

※ 台風接近に伴い、暴風警報が出る前（注意報時）に早めに判断し、お迎えをお願
いします。 

 

（２）  地震 

ア 震度に応じた基準 

 開園前 開園後 

震度５強以上を観

測 
臨時休園 

臨時休園となりますが、登園
している園児は安全に留意し
て保育します。 

保護者の方はご自身の安全
を優先して行動してください。 

 

イ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合 

南海トラフ地震臨時情報発表時は、原則開園します。 
 

（３）  保護者のお迎えについて 

開園後、臨時休園となった場合、保護者のお迎えが基本となります。ただし、ご自身

の安全を十分に確認してからお迎えをお願いします。 

 

（４）  保育の再開 

避難情報や警報が解除された場合は、開園します。 

※ 警報が解除され、午前11時（土曜は午前10時）までに登園された場合は給食を

提供します。 

 

（５）  その他緊急事態 

上記の災害時以外にも、状況に応じた総合的判断により臨時休園となる場合があ
ります。その場合は、保育園からアプリ等を使って必要な情報をお知らせしますので、
指示に従ってください。アプリのインストール方法等については、別途お知らせします。 
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１２ 子育て支援、虐待防止 

育児や子育てに関する相談を行っています。 

園児の人権の擁護、虐待の防止のため、必要な体制の整備や措置を行っています。 

 

１３ 緊急時の対応 

（１） 保育提供時に園児の体調の急変や事故、その他緊急事態が生じたときは、該当園

児の保護者等に連絡するとともに、緊急搬送等適切な措置を講じます。 

（２） 事故の状況や事故に際して講じた措置について記録し、保護者へ説明するとともに、

事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。 

 

１４ 災害共済給付 

（１） 保育園では、事故のないよう細心の注意をし、保育を実施しますが、集団生活では

思わぬ事故が起こる場合がありますので、ご理解をいただきますようお願いします。

なお、事故に備えて、同意書を提出いただいた園児は独立行政法人日本スポーツ

振興センターの災害共済給付制度に加入しています。 

（２） 災害共済給付制度の掛金は、市が負担します。 

         

１５ 登降園 

（１） 朝は、できる限り午前９時３０分までに登園してください。 

（２） 必ず大人が保育士の元まで付き添い、迎えの人が代わる場合は事前にご連絡くだ

さい。 

（３） 登園前に、熱・下痢などがないか、体の調子をみてから登園してください。 

（４） 欠席される場合は、午前９時３０分までに必ずアプリ等で連絡をしてください。 

（５） お金、おもちゃ、お菓子などは持たせないようにしてください。 

（６） 降園後は、園内外において保護者の方が責任を持ち、お子様の安全管理をしてくだ

さい。 

（７） 園児の安全のため、門の開閉にご協力ください。 

（８） 門施錠時は、インターホンを押してください。 

春日井市安全安心情報ネットワークの登録をお願いします！ 
 
春日井市安全安心情報ネットワークは、安全安心情報(防犯等)や気象情報(気象、地
震、避難情報等)、消防情報(火災等)をメールで配信するサービスです。 
※登録料・情報提供料は無料ですが、通信料は利用者の負担になります。 

 

右のQRコードからご登録ください。 
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［駐車場の注意事項］ 

（９） 駐車場を利用される場合は互いに譲り合い、長時間の利用はご遠慮ください。 

（１０） 送迎時における園付近の駐車は避け、近隣の方に迷惑をかけないようにしてくだ

さい。また、車上狙いに十分ご注意ください。 

（１１） きょうだい児を車の中に置いての送迎はおやめください。 

（１２） 駐車場では先に保護者が車から降り、その後お子様を下ろし、必ずお子様と手を

繋いでください。 

（１３） 駐車場内での事故において、園は責任を負いません。 

 

１６ 健康管理 

（１） 定期健康管理 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

内科健康診断 ○           ○           

歯科健康診断   ○                     

尿検査【幼児】             ○           

身体測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※ 健康状態は、常に把握するよう配慮しています。 

※ 各園には内科・歯科の各医師を園医として嘱託しています。  

※ 乳児・特別支援児は毎週１回、園医による健診等を行います。  

※ 既往歴を把握して、必要な対応・連携を行います。 

 

（２） 子どもに多い感染症 

名 称 登園のめやす 

水痘（みずぼうそう） すべての発疹がかさぶたになってから 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 腫脹が出てから５日を経過し、全身状態がよければ 

インフルエンザ 発症後５日、かつ解熱後３日を経過してから 

新型コロナウイルス感染症 
発症後５日を経過し、かつ症状が軽快した後１日を

経過してから 

手足口病 発熱がなく食事が普通にとれること 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過してから 

ウイルス性胃腸炎（ノロ、ロタ等） 嘔吐・下痢が治まり、普段の食事がとれれば 

ＲＳウイルス感染症 重篤な呼吸器症状がとれてから 

溶連菌感染症 治療開始後２４時間経過してから 

伝染性紅斑（りんご病） 全身症状がよければ 
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伝染性膿痂疹（とびひ） お休みの必要はありません 

アタマジラミ 駆除を開始していること 

伝染性軟属腫（水いぼ） お休みの必要はありません 

流行性角結膜炎（はやり目） 
急性症状が消えるまで（１～２週間） 

医師の判断による 

◎ 発熱や嘔吐、下痢のある場合は十分休養してください。 

〔出典：保育所における感染症対策ガイドライン（こども家庭庁）〕 

※ 治ゆ後の登園は、医師の指示に従ってください。 

※ 保育園での与薬は原則行いません。ただし、どうしても必要な薬についてやむを得

ない場合はご相談ください。 

 

１７ 食  事 

【保育園での給与栄養目標量】 

 エネルギー

（kcal） 

たんぱく質 

（g） 

脂質 

（g） 

カルシウム 

（mg） 

食塩相当量 

（g） 

乳  児 500 17 14 230 1.5未満 

幼  児 530 18 14 230 1.5未満 

 

【食事内容】    ※ ０歳は離乳食献立です。 

  
午前おやつ 

（９時３０分） 
昼食 

午後おやつ 

（３時） 

乳  児 
牛乳・菓子  

果物等 

主食：米、パン、めん類 

主菜：大豆・豆類、魚介類、肉類、卵類等 

副菜：野菜類、芋類、きのこ類、海藻類 

果物等  

牛乳、手作り 

おやつ、菓子 

果物等 幼  児 ― 

 

【食事で大切にしていること】        

・楽しく食事をする。        

・食習慣を身につける。 

（手洗い・うがい・あいさつ・姿勢・歯みがきなど） 

・バランスよく食べ丈夫な体をつくる。 

・かむ力（そしゃく力）を養う。  

・箸やスプーンを使えるようにする。 

 

アレルギーがある園児で除去食の対応が必要な場合は、専門医の指示に基づいた生活

管理指導票の提出が必要です。 
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１８ 園生活で毎日必要な持ち物について 

   （園によって異なることがあります。） 

 

乳児（０・１・２歳児） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児 （年少・年中・年長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外靴 

おしりマット 

 
手・口用 

タオル 

エプロン 

オムツ 

１０枚ほど 

手拭きタオル 

オムツ替えの時に 

おしりの下に敷きます 

着替え 

上下３枚ずつ 

〈乳児組〉 

毎日お昼寝をします。 

コット（お昼寝用ベッド）を使用します。 

持ち物については、各園にお問い合わせください。 

上靴 

☆毎日使うもの☆ 

カラー帽子 

手拭き 

タオル 

食事用具 

〈年少組〉 

４月～１０月はお昼寝をします。 

コット（お昼寝用ベッド）を使用します。 

持ち物については、各園にお問い合わせください。 
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１９ 家庭へのお願い 

（１） 生活習慣         

・ 子どものできることは、自分でするよう簡単なことから習慣づけましょう。 

・ 早寝、早起きを心掛けましょう。  

・ 朝食を食べて登園しましょう。  

・ 排便は、朝済ませるようにしましょう。  

・ 手洗い、うがいの習慣をつけましょう。  

・ あいさつ、返事などができるようにしましょう。 

・ 大人も子どもも、正しいことばづかいに気をつけましょう。  

・ 自分であとかたづけをするようにしましょう。    

     

（２） 服装      

・ 脱ぎ着しやすいものを選びましょう。 

・ 事故防止のため、フード付の衣服や丈の長いスカートはやめましょう。 

・ 汚れてもよい、動きやすい服装で登園しましょう。 

・ 清潔なものを身につけるように心掛けましょう。  

・ 薄着の習慣をつけましょう。  

・ 靴は足にあった歩きやすいものを選びましょう。  

          

 

（３） その他          

・ 持ち物及び衣服には、すべて名前を書いてください。 

・ アプリで配信されたお知らせや配付物は必ず読んでください。 

・ 保育時間中、電話による担任の呼び出しは、ご遠慮ください。 

・ 保育中に発熱・発病をした場合は連絡しますので、迎えに来てください。 

・ 日頃から災害・病気など緊急時に迎えに来られる体制をつくっておいてください。 

・ 住所・勤務先・電話番号・携帯電話・緊急連絡先等に変更がありましたら、必ず 

その都度お知らせください。 

・ 退園される場合は、すみやかに園長に申し出てください。 

・ 子育てについて不安なこと、困っていることなどありましたら、保育園に気軽にご

相談ください。 

・ 2025 年 10 月 1 日、愛知県カスタマーハラスメント条例が施行されました。職員

に対する暴行、脅迫などの違法な行為又は暴言や過度な要求などの著しい迷惑

行為であって、勤務環境を害するものに対して厳正に対処いたします。保護者の

方と共にお子さまの成長を支え、楽しい園生活を送れるよう努めていますので、ご

協力をお願いいたします。 
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春日井市立保育園一覧 

計 ３号 ２号

1 第一保育園 弥生町5264番地１ 81-2006
７：00～19：00
７：00～15：00

246 66 180

2 第二保育園 上田楽町3456番地４ 81-3044
７：00～19：00
７：00～15：00

130 42 88

3 第三保育園 篠木町５丁目35番地 83-5522 ７：30～18：30 248 70 178

4 西部保育園 宮町字宮町101番地 31-3242
７：30～18：30
７：30～15：00

194 34 160

5 桃山保育園 桃山町１丁目130番地５ 81-3073
７：30～18：30
７：30～15：00

142 34 108

6 玉川保育園 玉野町1460番地 51-2606
７：00～19：00
７：00～15：00

132 32 100

7 高座保育園 高蔵寺町北３丁目６番地３ 51-2611 ７：00～19：00 180 72 108

8 出川保育園 出川町３丁目８番地２ 51-0031 ７：00～19：00 247 69 178

9 坂下南保育園 坂下町４丁目332番地３ 88-0034
７：30～18：30
７：30～15：00

153 58 95

10 坂下北保育園 明知町875番地 88-0073
７：30～18：30
７：30～15：00

112 32 80

11 外之原保育園 外之原町2486番地４ 91-1781
７：30～18：30
７：30～15：00

80 0 80

12 上八田保育園 八田町２丁目13番地６ 81-2269
７：30～18：30
７：30～15：00

202 42 160

13 松原保育園 東野町２丁目５番地１ 81-6025
７：30～18：30
７：30～15：00

247 55 192

14 白山保育園 味美白山町２丁目３番地２ 31-6622
７：30～18：30
７：30～15：00

128 28 100

15 勝川北部保育園 旭町４丁目25番地 31-9583 ７：00～19：00 143 43 100

16 牛山保育園 牛山町2200番地44 31-5002 ７：00～19：00 72 24 48

17 藤山台保育園 藤山台３丁目３番地 91-3854 ７：00～19：00 150 60 90

18 小野保育園 小野町５丁目16番地 82-8500
７：00～19：00
７：00～15：00

268 56 212

19 味美保育園 味美町３丁目160番地 33-6755 ７：30～18：30 159 51 108

20 神領保育園 神領町１丁目１番地12 81-2013
７：00～19：00
７：00～15：00

260 84 176

21 岩成台保育園 岩成台６丁目２番地２ 91-2557 ７：00～19：00 150 60 90

22 前並保育園 前並町２丁目８番地１ 32-2199 ７：00～19：00 181 61 120

23 追進保育園 追進町１丁目50番地 32-8525
７：00～19：00
７：00～15：00

160 60 100

24 貴船保育園 貴船町53番地 83-5737
７：00～19：00
７：00～15：00

165 57 108

25 下津保育園 下津町195番地１ 83-9880
７：30～18：30
７：30～15：00

153 45 108

26 柏原保育園 柏原町５丁目28番地 84-1890
７：30～18：30
７：30～15：00

230 62 168

27 大手保育園 大手町３丁目23番地１ 84-0811 ７：30～18：30 150 42 108

28 瑞穂保育園 瑞穂通８丁目48番地 81-4321 ７：30～18：30 130 42 88

29 柏原西保育園 柏原町１丁目97番地４ 31-8893 ７：00～19：00 239 63 176

利用定員
No.

開園時間
月曜～金曜
土曜日

電話番号住　所園　名



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


